
インタフェース仕様書市町村編修正履歴 

 

（内容現在 令和１年８月２日） 

Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

１  

 

 １７ 

ページ番号 １７ 

項番１３、１４の備考 

※５ 

を追加 

１ 

２  

 

 １８－１ 

ページ番号 １８－１ 

※５ 

を追加 
１ 

３ １１３－１ 

ページ番号 １１３－１ 

項番１０ 

利用者負担上限額管理結果票情

報（複数児童） 

サービス提供年月が平成●年●

月以降使用 

１ １１３－１ 

ページ番号 １１３－１ 

項番１０ 

利用者負担上限額管理結果票情

報（複数児童） 

サービス提供年月が令和●年●

月以降使用 

１ 

４ １１４ 

ページ番号 １１４ 

項番１６の内容 

利用者負担上限月額を設定する 
１ １１４ 

ページ番号 １１４ 

項番１６の内容 

所得区分に応じた利用者負担上

限月額を設定する 

１ 

５  

 

 １２６ 

ページ番号 １２６ 

項番２１、２２、２４、２８、２９、３０

の備考 

※１２ 

を追加 

１ 

６  

 

 １２９－２ 

ページ番号 １２９－２ 

項番１３３の備考 

※１２ 

を追加 

１ 

７  

 

 １２９－４ 

ページ番号 １２９－４ 

※１２ 

を追加 
１ 

８ １３１－３ 

ページ番号 １３１－３ 

※３：居宅介護、重度訪問介護、

同行援護、行動援護、共同生活

援助（受託居宅介護サービス費）

において、サービス提供年月内で

サービス提供の順に１から通番を

採番する。ただし、居宅介護、同

行援護、共同生活援助（受託居宅

介護サービス費）においては一連

のサービス提供を行った場合（サ

ービス間隔が 2 時間未満の場

合）、一連のサービス提供につい

て同一番号を設定する。・・・ 

（中略） 

・・・2 人派遣により行が分かれる

場合は、提供通番は別番号を設

定する。 

１ １３１－３ 

ページ番号 １３１－３ 

※３：居宅介護、重度訪問介護、

同行援護、行動援護、共同生活

援助（受託居宅介護サービス費）

において、サービス提供年月内で

サービス提供の順に１から通番を

採番する。ただし、居宅介護（通院

等乗降介助以外） 、同行援護、

共同生活援助（受託居宅介護サ

ービス費）においては一連のサー

ビス提供を行った場合（サービス

間隔が 2 時間未満の場合）、一連

のサービス提供について同一番

号を設定する。・・・ 

（中略） 

・・・2 人派遣により行が分かれる

場合は、提供通番は別番号を設

定する。 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

９  

 

 １３５－６ 

ページ番号 １３５－６ 

項番１０の備考 

※３ 

を削除 

１ 

１０  

 

 １５４－４ 

ページ番号 １５４－４ 

項番４６ 

無償化対象区分 

を追加 

１ 

１１  

 

 １５４－４ 

ページ番号 １５４－４ 

※１３ 

を追加 
１ 

１２  

 

 １５４－５ 

ページ番号 １５４－５ 

項番１３、１４の備考 

※５ 

を追加 

１ 

１３  

 

 １５４－６ 

ページ番号 １５４－６ 

※５ 

を追加 
１ 

１４  

 

 １５４－２０ 

ページ番号 １５４－２０ 

項番４８ 

無償化対象区分 

を追加 

１ 

１５  

 

 １５４－３５ 

ページ番号 １５４－３５ 

項番４８ 

無償化対象区分 

を追加 

１ 

１６  

 

 １５４－５０ 

ページ番号 １５４－５０ 

項番４８ 

無償化対象区分 

を追加 

１ 

１７  

 

 １５４－６５ 

ページ番号 １５４－６５ 

項番４９ 

無償化対象区分 

を追加 

１ 

１８  

 

 １５４－７４ 

ページ番号 １５４－７４ 

項番４８ 

無償化対象区分 

を追加 

１ 

１９ １６２－１３ 

ページ番号 １６２－１３ 

項番７ 

利用者負担上限額管理結果票情

報（複数児童） 

サービス提供年月が平成●年●

月以降使用 

１ １６２－１３ 

ページ番号 １６２－１３ 

項番７ 

利用者負担上限額管理結果票情

報（複数児童） 

サービス提供年月が令和●年●

月以降使用 

１ 

２０ １６２－１４ 

ページ番号 １６２－１４ 

項番１６の内容 

利用者負担上限月額を設定する 
１ １６２－１４ 

ページ番号 １６２－１４ 

項番１６の内容 

所得区分に応じた利用者負担上

限月額を設定する 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

２１  

 

 １６２－１４ 

ページ番号 １６２－１４ 

項番１６の備考 

※７ 

を追加 

１ 

２２  

 

 １６２－１６ 

ページ番号 １６２－１６ 

※７ 

を追加 
１ 

２３  

 

 １６２－２３ 

ページ番号 １６２－２３ 

※６：【サービス提供年月が令和 1

年 10月以降の場合】 

を追加 

１ 

２４ １６２－２３ 

ページ番号 １６２－２３ 

※６：【サービス提供年月が平成

30 年 4 月以降の場合】 
１ １６２－２４ 

ページ番号 １６２－２４ 

※６：【サービス提供年月が平成

30 年 4 月以降、令和 1年 9月以

前の場合】 

１ 

２５ ２３９－１ 

ページ番号 ２３９－１ 

※４：支給区分コードが“1”の場合

に設定する。ただし、国保連合会

にお知らせ等の出力有りを申し出

ている場合… 

１ ２３９－１ 

ページ番号 ２３９－１ 

※４：支給区分コードが“1”の場合

に設定する。ただし、国保連合会

に高額自動償還機能を「使用す

る」と申し出ている場合… 

１ 

２６ ２４０ 

ページ番号 ２４０ 

※６：支給区分コードが“1”の場合

に設定する。ただし、国保連合会

にお知らせ等の出力有りを申し出

ている場合… 

１ ２４０ 

ページ番号 ２４０ 

※６：支給区分コードが“1”の場合

に設定する。ただし、国保連合会

に高額自動償還機能を「使用す

る」と申し出ている場合… 

１ 

２７ ２５１－１０ 

ページ番号 ２５１－１０ 

※４：支給区分コードが“1”の場合

に設定する。ただし、国保連合会

にお知らせ等の出力有りを申し出

ている場合… 

１ ２５１－１０ 

ページ番号 ２５１－１０ 

※４：支給区分コードが“1”の場合

に設定する。ただし、国保連合会

に高額自動償還機能を「使用す

る」と申し出ている場合… 

１ 

２８ 

２５３－１ 

～ 

２５４ 

ページ番号 ２５３－１～２５４ 

体裁、説明内容の改善に伴い、以

下章の記載内容を見直し 

 

（５）支給申請書の出力有無等の

設定について 

２ 

２５３－１ 

～ 

２５４ 

ページ番号 ２５３－１～２５４ 

体裁、説明内容の改善に伴い、以

下章の記載内容を見直し 

 

（５）支給申請書出力の有無等の

設定について 

３ 

２９ ２８４ 

ページ番号 ２８４ 

項番１６の内容 

利用者負担上限月額を設定する 
１ ２８４ 

ページ番号 ２８４ 

項番１６の内容 

所得区分に応じた利用者負担上

限月額を設定する 

１ 

３０ ２９３－３ 

ページ番号 ２９３－３ 

項番１６の内容 

利用者負担上限月額を設定する 
１ ２９３－３ 

ページ番号 ２９３－３ 

項番１６の内容 

所得区分に応じた利用者負担上

限月額を設定する 

１ 

３１  

 

 ２９３－３ 

ページ番号 ２９３－３ 

項番１６の備考 

※７ 

を追加 

１ 

３２  

 

 ２９３－５ 

ページ番号 ２９３－５ 

※７ 

を追加 
１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

３３  

 

 ２９３－１１ 

ページ番号 ２９３－１１ 

※５：【サービス提供年月が令和 1

年 10月以降の場合】 

を追加 

１ 

３４ ２９３－１１ 

ページ番号 ２９３－１１ 

※５：【サービス提供年月が平成

30 年 4 月以降の場合】 
１ ２９３－１１ 

ページ番号 ２９３－１１ 

※５：【サービス提供年月が平成

30 年 4 月以降、令和 1年 9月以

前の場合】 

１ 

 


